
なお、増額率は、65歳に
達した(受給権を取得し
た)日の属する月～
70(75)歳に達した(受給
権を取得した日から
5(10)年経過した)日の属
する月の前月までの月
数となる60(120)か月の
場合の増額率である
42(84)%となる

①65歳(受給権を取得した日)からの老齢基礎年金及び老齢
厚生年金を遡及して請求する。この場合には、65歳(受給権を
取得時点)まで遡及して当該時点までの分が一括支給され、
当該時点からは、本来の老齢基礎年金及び老齢厚生年金を
受給することになるわけです
②当該時点での増額率に基づき、老齢基礎年金及び老齢厚
生年金の繰下げの申出をする
③他の年金たる給付、例えば、障害基礎年金及び障害(老齢)
厚生年金を請求する。この場合には、65歳(受給権を取得時
点)まで遡及して当該時点までの老齢基礎年金及び老齢厚生
年金が一括支給され、当該時点からは他の年金たる給付を受
給することになるわけです

いずれかを選択することができます

65歳に達した(受給権を取得した)
日の属する月～繰下げの申出が
あったとみなされる日の属する月
の前月までの月数をもって増額
率が固定される

　　▲③

繰下げの申出

　　▲②

繰下げの申出 繰下げの申出
繰下げの申出があっ
たとみなされる日

↓

65歳に達した(受給権
を取得した)日の属す
る月～繰下げの申出
日の属する月の前月
までの月数をもって増
額率が決定される

▼

▲

↓

　　▲①

繰下げの申出
(本来)

他の年金たる給付の受給権者と
なった日(①)。②or③の時点で繰
下げの申出をしても、結果的に
は、①の時点で繰下げの申出が
あったとみなされる

↓

老齢基礎年金及び老齢厚生年金の繰下げについて

▲

他の年金たる給付の受給権
者となった日

↓

65歳に達した日 66歳に達した日

▼
受給権を取得した日から1年経過した日

▼

この間に、障害基礎年金＊、遺族基礎年金、障害厚生年金、遺族
厚生年金など(ただし老齢・退職給付を除く)の受給権者になった場
合は、繰下げをすることができません

70(75)歳に達した日⇔

受給権を取得した日から1年経過した日後

▼

⇔
受給権を取得した日 ⇔

66歳に達した日後

この時点で増額率が
固定される

↓

繰下げの申出があった(とみなされる)場合

受給権を取得した日から5(10)年経過した日

この時点で、障害基礎年金＊、遺族基礎
年金、障害厚生年金、遺族厚生年金など
(ただし老齢・退職給付を除く)の受給権
者であった場合は、繰下げをすることが
できません

▲

＊ただし、老齢厚生年金の繰下げに関して
は、障害基礎年金を受ける権利がある場合
でも繰下げが可能となります

70(75)歳に達した日⇔

⇔ 受給権を取得した日から5(10)年経過した日

⇔

↓

▼

70(75)歳に達した(受
給権を取得した日か
ら5(10)年経過した)日
に繰下げの申出が
あったとみなされる

▲

↓


